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◇ 職員 給与 関 条例 一部 改正 条例（ ）（職員課）…………………………………

鳥取県部設置条例 一部 改正 条例（ ）（行政経営推進課）………………………………

生活福祉資金貸付事業 補助 関 条例 一部 改正 条例（ ）（福祉保健課）………

鳥取県動物 愛護及 管理 関 条例 一部 改正 条例（ ）（県民生活課）…………

鳥取県営住宅 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例（ ）（住宅環境課）………

鳥取県優良木造住宅建設資金助成条例 一部 改正 条例（ ）（〃）………………………

◇職員 給与 関 条例 一部 改正 条例

通勤 特別急行列車 一定 要件 満 利用 、 利用 係 特別料金等 負担

常例 職員（以下「特別急行列車利用職員」 。） 支給 通勤手当 支給要件

公署 異 異動等 伴 通勤 実情 変更 除 。（第 条関係）

特別急行列車利用職員 支給 通勤手当 月額 定 。（第 条関係）

施行期日等

（ ） 条例 、公布 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

◇鳥取県部設置条例 一部 改正 条例

題名 鳥取県部等設置条例 改 。

防災監 所掌事務 定 。（新第 条関係）

他所要 規定 整備 行 。

条例 、公布 日 施行 。

◇生活福祉資金貸付事業 補助 関 条例 一部 改正 条例

生活福祉資金貸付事業 補助 条件 、次 改正 。

（ ） 生活福祉資金運営委員会 貸付審査等運営委員会 。

（ ） 貸付審査等運営委員会 委員 弁護士、不動産鑑定士 加 。

条例 、公布 日 施行 。

◇鳥取県動物 愛護及 管理 関 条例 一部 改正 条例

動物取扱業 登録 係 申請者 動物 愛護及 管理 関 法律 基準 遵守 、又

明 、当該登録 拒否 。（第 条 関係）

動物取扱業 係 罰則規定 所要 改正 行 。（第 条 、第 条関係）

条例 、公布 日 施行 。
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名 称 位 置

行徳団地 鳥取市行徳三丁目

改 正 後 改 正 前

（通勤手当）

第 条 略

略

公署 異 異動又 在勤 公署 移転 伴 、

所在 地域 異 公署 在勤

、通勤 実情 変更 生

職員 人事委員会規則 定 、第 項第

号又 第 号 掲 職員 、当該異動又 公署

移転 直前 住居（当該住居 相当 人

（通勤手当）

第 条 略

略

第 項第 号又 第 号 掲 職員 人事委員会

規則 定 、通勤 、特別急行列車、

高速自動車国道 他 交通機関等 利用 人事

委員会規則 定 基準 照 通勤事情 改善

相当程度資 認 利用 、

利用 係 特別料金等（ 利用 係 運賃等

1010

２

３

１

１ ３

２

３ １ １ ３ を にする は する の に い

する を にする に することとなった

ことにより の に を ずることとなった

で で めるもののうち

は に げる で は の

の の に するものとして

は に げる で

で めるもののうち のため

その の でその が

で める に らして の に

するものであると められるものを し

その に る その に る の

◇鳥取県営住宅 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例

次 県営住宅 設置 。（別表第 関係）

条例 、規則 定 日 施行 。

◇鳥取県優良木造住宅建設資金助成条例 一部 改正 条例

優良木造住宅建設資金補助金 、知事 認 木材 使用割合 係 基準 加 、建設基準

木造住宅 規模構造 係 基準 適合 同補助金 交付 受 区分 新 設 、当該

区分 係 補助金 額 戸 万円 。（第 条関係）

施行期日等

（ ） 条例 、公布 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

職員 給与 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

職員 給与 関 条例 一部 改正 条例

職員 給与 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中号 表示 下線 引 号（以下「追加号」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（追加号 除 。以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正

後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応

改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。
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事委員会規則 定 住居 含 。） 通勤

、特別急行列車、高速自動車国道 他 交通機関

等（以下「特別急行列車等」 。） 利用

人事委員会規則 定 基準 照 通勤事情 改

善 相当程度資 認 利

用 、 利用 係 特別料金等（ 利用 係 運

賃等 額 運賃等相当額 算出 基礎 運賃等

相当 額 減 額 。以下同 。） 負担

常例 通勤手当 月額 、前項

規定 、人事委員会規則 定

算出 者 箇月 通勤 要 特別料

金等 額 分 相当 額（ 額 万円

超 、 万円）及 同項 規定 額 合

計額 。

額 運賃等相当額 算出 基礎 運賃等 相当

額 減 額 。） 負担 常例

通勤手当 月額 、前項 規定

、次 各号 掲 区分 応 、 当該各号

定 額及 同項 規定 額 合計額 。

（ ） 通勤 特別急行列車 利用 人事委員

会規則 定 基準 照 通勤事情 改善 相

当程度資 認 利用 、

利用 係 特別料金等（ 利用 係 運賃等

額 運賃等相当額 算出 基礎 運賃等

相当 額 減 額 。以下 号

同 。） 負担 常例 職員 人事委

員会規則 定 算出 者

月 通勤 要 特別料金等 額 分 相当

額

（ ） 通勤（公署 異 異動又 在勤 公署

移転 直前 住居（当該住居 相当

人事委員会規則 定 住居 含 。） 通勤

限 。以下 号 「特定通勤」 。）

高速自動車国道 他 交通機関等（特別急

行列車 除 。以下「高速自動車国道等」 。）

、 利用 人事委員会規則 定 基準 照

通勤事情 改善 相当程度資

認 利用 、 利用 係 特別料金

等（ 利用 係 運賃等 額 運賃等相当額

算出 基礎 運賃等 相当 額 減 額

。以下「高速自動車国道等特別料金等」 。）

負担 常例 職員（公署 異

異動又 在勤 公署 移転 伴 、所在 地域

異 公署 在勤 、

通勤 実情 変更 生 当該職員

人事委員会規則 定 限 。） 人事委員

会規則 定 算出 者 月

特定通勤 要 高速自動車国道等特別料金等

分 相当 額（ 額 万円 超

、 万円）

（ ） 前 号 掲 職員 該当 職員

前 号 定 額 合計額

前項 規定 、国家公務員等 者 引 続

条例 適用 受 職員 者 、第

前項 規定 、国家公務員等 者 引 続

条例 適用 受 職員 者 、第
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１ １ ３

５

１ １ ３

５

項第 号又 第 号 掲 職員 、当該適用 直

前 住居（当該住居 相当 人事委員会

規則 定 住居 含 。） 通勤 、高速

自動車国道等 利用 人事委員会規則 定 基

準 照 通勤事情 改善 相当程度資

認 利用 、 利用 係 高速

自動車国道等特別料金等 負担 常例

（任用 事情等 考慮 人事委員会規則 定

職員 限 。） 他前項 規定 通勤手当

支給 職員 権衡上必要 認

人事委員会規則 定 職員 通勤手当 月

額 算出 準用 。

略

項第 号又 第 号 掲 職員 、当該適用 直

前 住居（当該住居 相当 人事委員会

規則 定 住居 含 。） 通勤 、特別

急行列車等 利用 人事委員会規則 定 基準

照 通勤事情 改善 相当程度資

認 利用 、 利用 係 特別料

金等 負担 常例 （任用 事情等

考慮 人事委員会規則 定 職員 限 。）

他前項 規定 通勤手当 支給 職員

権衡上必要 認 人事委員会

規則 定 職員 通勤手当 月額 算出 準

用 。

略

は に げる で の

の に するものとして

で める を む からの のため

でその が で める

に らして の に するもので

あると められるものを し その に る

を することを とする
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る に る その の による を

される との があると められるも

のとして で める の の

の について する

は に げる で の

の に するものとして

で める を む からの のため

でその が で める

に らして の に するものであ

ると められるものを し その に る

を することを とするもの の

を して で める に る そ

の の による を される との

があると められるものとして

で める の の の について

する

附 則

（施行期日）

条例 、公布 日 施行 。

（経過措置）

条例 施行 際現 改正前 職員 給与 関 条例第 条第 項（同条第 項 準用 場合

含 。） 規定 算出 通勤手当 月額 支給 者（同条第 項 規定 特別急行列車

利用 人事委員会規則 定 基準 照 通勤事情 改善 相当程度資 認

利用 、 利用 係 同項 規定 特別料金等 負担 常例 限 。） 、

者 通勤 実情 変更 限 、改正後 職員 給与 関 条例第 条第 項 規定 算出

通勤手当 月額 支給 者 。

（人事委員会規則 委任）

条例 施行 関 必要 事項 、人事委員会規則 定 。

鳥取県部設置条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県部設置条例 一部 改正 条例

鳥取県部設置条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条 表示 下線 引 条（以下「移動条」 。） 対応 同表 改正後 欄

中条 表示 下線 引 条（以下「移動後条」 。） 存在 場合 、当該移動条 当該移動後条

、移動後条 対応 移動条 存在 場合 、当該移動後条（以下「追加条」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（条 表示 除 。以下「改正部分」 。） 対応 同表

改正後 欄中下線 引 部分（条 表示及 追加条 除 。以下「改正後部分」 。） 存在 場合

、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正

部分 削 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。
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改 正 後 改 正 前

鳥取県部等設置条例

（設置）

第 条 地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条第

項 規定 基 、知事 権限 属 事務 分掌

、防災監及 次 部 置 。

総務部

企画部

福祉保健部

生活環境部

商工労働部

農林水産部

県土整備部

（防災監 所掌事務）

第 条 防災監 所掌事務 、次 。

（ ） 防災及 危機管理 関 事項

（ ） 消防 関 事項

（総務部 所掌事務）

第 条 総務部 所掌事務 、次 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 他他 部等 所掌 属 事項

（企画部 所掌事務）

第 条 略

（福祉保健部 所掌事務）

第 条 略

（生活環境部 所掌事務）

第 条 略

（商工労働部 所掌事務）

第 条 略

（農林水産部 所掌事務）

第 条 略

（県土整備部 所掌事務）

第 条 略

（雑則）

第 条 略

鳥取県部設置条例

（設置）

第 条 地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条第

項及 第 項 規定 基 、知事 権限 属

事務 分掌 、次 部 置 。

総務部

企画部

福祉保健部

生活環境部

商工労働部

農林水産部

県土整備部

（総務部 所掌事務）

第 条 総務部 所掌事務 、次 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 他他部 所掌 属 事項（消防及 防

災 関 事項 除 。）

（企画部 所掌事務）

第 条 略

（福祉保健部 所掌事務）

第 条 略

（生活環境部 所掌事務）

第 条 略

（商工労働部 所掌事務）

第 条 略

（農林水産部 所掌事務）

第 条 略

（県土整備部 所掌事務）

第 条 略

（雑則）

第 条 略

１

１

７

２

１

２

３
１

４

５

６

７

８

９

１

１ ２

７

２
１

３

４

５

６

７

８

９

22 67 158

12
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10

22 67 158

12
13

の に づき の に する を

させるため び の を く

の

の は のとおりとする

び に する

に する

の

の は のとおりとする

その の の に しない

の

の

の

の

の

の

び の に づき の に する

を させるため の を く

の

の は のとおりとする

その の に しない び

に する を く

の

の

の

の

の

の

附 則

条例 、公布 日 施行 。この は の から する



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 10 14 1276

改 正 後 改 正 前

（補助 条件）

第 条 知事 、前条 補助金（以下「補助金」 。）

交付 際 、生活福祉資金貸付事業 実施

、次 条件 付 。

（ ） 略

（ ） 貸付資金運営 大綱並 貸付 決定、一時

償還及 貸付 停止、延滞利子 免除並 償還

金 支払猶予及 支払免除 、関係行政機

関 職員、民生委員、鳥取県社会福祉協議会 役員

及 職員、医師、弁護士、不動産鑑定士、鳥取県社

会福祉審議会委員 他学識経験者 構成

貸付審査等運営委員会 諮 。

（ ）及 （ ） 略

（補助 条件）

第 条 知事 、前条 補助金（以下「補助金」 。）

交付 際 、生活福祉資金貸付事業 実施

、次 条件 付 。

（ ） 略

（ ） 貸付資金運営 大綱並 貸付 決定、一時

償還及 貸付 停止、延滞利子 免除並 償還

金 支払猶予及 支払免除 、関係行政機

関 職員、民生委員、鳥取県社会福祉協議会 役員

及 職員、医師、鳥取県社会福祉審議会委員 他

学識経験者 構成 生活福祉資金運営委員

会 諮 。

（ ）及 （ ） 略

の

は の という

を する には の につ

いて の を けることができる

の びに けの

び けの の びに

の び については

の の

び

その をもって す

る に ること

び

の

は の という

を する には の につ

いて の を けることができる

の びに けの

び けの の びに

の び については

の の

び その

をもって する

に ること

び

４

１

２

３ ４

４

１

２

３ ４

生活福祉資金貸付事業 補助 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

生活福祉資金貸付事業 補助 関 条例 一部 改正 条例

生活福祉資金貸付事業 補助 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下

線 引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

附 則

条例 、公布 日 施行 。

鳥取県動物 愛護及 管理 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県動物 愛護及 管理 関 条例 一部 改正 条例

鳥取県動物 愛護及 管理 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

の に する の を する をここに する

の に する の を する

の に する の を のように する

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を える

この は の から する

の び に する の を する をここに する

の び に する の を する

の び に する の を のように する

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を える

15 10 14

30 33

15 10 14

13 48

鳥取県条例第 号

鳥取県条例第 号

58

59



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 10 14 127 7

改 正 後 改 正 前

（登録 拒否）

第 条 知事 、申請者 次 各号 該

当 者 、若 第 条 第 項 規

定 法第 条第 項 基準 遵守 、若

明 、又 申請書若

添付書類 重要 事項 虚偽 記載

、若 重要 事実 記載 欠 、

第 条 第 項 登録 拒否 。

（ ）～（ ） 略

略

第 条 次 各号 該当 者 、 万

円以下 罰金 処 。

（ ） 第 条 第 項 規定 違反 、知事 登

録 受 動物取扱業 営 者

（ ）～（ ） 略

第 条 第 条 第 項、第 条 第 項又 第

条 規定 届出 、又 虚偽 届出

者 、 万円以下 過料 処 。

（登録 拒否）

第 条 知事 、申請者 次 各号 該

当 者 、又 申請書若 添付書

類 重要 事項 虚偽 記載 、若

重要 事実 記載 欠 、第 条 第

項 登録 拒否 。

（ ）～（ ） 略

略

第 条 次 各号 該当 者 、 万

円以下 罰金 処 。

（ ） 第 条 第 項 規定 違反 、知事 登

録 受 動物取扱業 営 者

（ ）～（ ） 略

第 条 第 条 第 項、第 条 第 項又 第

条 規定 届出 、又 虚偽 届出

者 、 万円以下 過料 処 。

改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条 関係）

名 称 位 置

略

国安南団地 鳥取市国安

行徳団地 鳥取市行徳三丁目

略

別表第 （第 条 関係）

名 称 位 置

略

国安南団地 鳥取市国安

略

の

の は が の のいずれかに

する であるとき しくは の の

による の の をせず しく

はしないことが らかであるとき は しく

はその の な について の があ

り しくは な の が けているときは

の の を しなければならない

の の のいずれかに する は

の に する

の の に して の

を けないで を んだ

の の は

の の による をせず は の をし

た は の に する

の

の は が の のいずれかに

する であるとき は しくはその

の な について の があり しくは

な の が けているときは の

の を しなければならない

の の のいずれかに する は

の に する

の の に して の

を けないで を む

の の は

の の による をせず は の をし

た は の に する

の の
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10
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１

４ １

１ ３

２

２

１ ４ １

２ ５

７ ４ ９ ２

５

６

４

１

１ ３

２

２

１ ４ １

２ ５

７ ４ ９ ２

１ ２ ２ １ ２ ２

附 則

条例 、公布 日 施行 。

鳥取県営住宅 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県営住宅 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例

鳥取県営住宅 設置及 管理 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 加 。

この は の から する

の び に する の を する をここに する

の び に する の を する

の び に する の を のように する

の の の の で まれた を える

15 10 14

34 49

鳥取県条例第 号60



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 10 14 1278

改 正 後 改 正 前

（補助金 額）

第 条 補助金 額 、 戸 万円 。

、第 条第 号 建設基準 、木造住宅 規模

構造 係 基準 適合 場合 、 戸

万円 。

（補助金 額）

第 条 補助金 額 、 戸 万円 。

の

の は につき とする ただ

し の のうち の

に る のみに する は につき

とする

の

の は につき とする４ １

２ １

１

４ １60

30

60

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

条例 、規則 定 日 施行 。

鳥取県優良木造住宅建設資金助成条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県優良木造住宅建設資金助成条例 一部 改正 条例

鳥取県優良木造住宅建設資金助成条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分 加 。

附 則

（施行期日）

条例 、公布 日 施行 。

（経過措置）

改正後 鳥取県優良木造住宅建設資金助成条例（以下「改正後 条例」 。）第 条 規定 、平成

年 月 日以後 補助金 選定結果 通知 受 者（ 者 建設 、又 購入 住宅 改正後

条例第 条第 号 優良木造住宅 該当 確認 知事 別 定 検査 状態

者 限 。） 対 当該通知 係 補助金 適用 。

この は で める から する

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた を える

この は の から する

の の という の は

に の の を けた その が し は しようとする が

の の に することを するための が に める ができる にあ

る に る に する に る から する
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12 32

15

鳥取県条例第 号61

１
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４ １

２ １


